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告 示 

鳥取県告示第666号 

鳥取県薬物の濫用の防止等に関する条例（平成25年鳥取県条例第６号）第10条第１項の規定に基づき、知事指

定薬物の指定が失効したので、同条第４項の規定により次のとおり告示する。 

  令和７年12月２日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

指定番号 通称名 指定年月日 失効年月日 

７－知(１)－７ ｏｒｔｈｏ－Ｍｅｔｈｙｌｆｅｎｔａｎ

ｙｌ、 

ｏ－Ｍｅｔｈｙｌｆｅｎｔａｎｙｌ 

令和７年11月４日 令和７年11月８日 

７－知(１)－８ ５－Ｍｅｔｈｙｌ ｅｔｏｄｅｓｎｉｔａ

ｚｅｎｅ、 

Ｅｔｏｍｅｔｈａｚｅｎｅ 

    〃     〃 

７－知(１)－９ ４－ＰｒＯ－ＤＭＴ     〃     〃 

                                                    

公 告 

森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３において準用する同法第33条第３項の規定による通知を受け取る

べき森林所有者の所在が不分明であるため、同法第189条の規定により、次のとおり公告する。 

  令和７年12月２日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 所在が不分明な者が所有する保安林の所在場所 

  八頭郡八頭町大門字大光寺143 

２ 通知の題名 保安林の指定施業要件の変更について 

３ 通知の要旨  

  １に掲げる土地について、令和７年４月９日付農林水産省告示第575号（保安林の指定施業要件を変更する

件）のとおり保安林の指定施業要件を変更すること。 

４ 通知の掲示場所 八頭町役場 

５ 通知の保管場所 鳥取県農林水産部森林・林業振興局森林づくり推進課 


